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１．趣旨 

 

公共施設等の整備・運営に民間の資金や創意工夫を活用することにより、効

率的かつ効果的であって良好な公共サービスを実現するため、多様なＰＰＰ／

ＰＦＩを推進することが重要である。これにより、新たなビジネス機会を拡大

し、地域経済好循環を実現するとともに、公的負担の抑制を図り、国及び地方

の基礎的財政収支の 2020 年度までの黒字化を目指す経済・財政一体改革に貢

献することが期待されている。 

このため、「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」（平成２８年５月１８日

民間資金等活用事業推進会議決定。以下「平成２８年版」という。）を定め、平

成２５年度から平成３４年度までの１０年間で２１兆円のＰＰＰ／ＰＦＩの

事業規模を達成することを目標とするとともに、公共施設等運営権制度を活用

したＰＦＩ事業（以下「コンセッション事業」という。）等で集中的に取組を強

化する重点分野として、これまでの空港、水道、下水道、道路に加え、文教施

設及び公営住宅を追加したところである。 

このたび、平成２８年版の「６．ＰＤＣＡサイクル」に基づき、施策のフォ

ローアップや平成２６年度から２８年度を集中強化期間とする重点分野の進

捗状況を踏まえて、平成２９年改定版としてまとめることとしたものである。 
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２．ＰＰＰ／ＰＦＩ推進に当たっての考え方 

 

（１）基本的な考え方 

 

新たなビジネス機会を拡大するとともに、公的負担の抑制を図り、経済・

財政一体改革を推進するためには、様々な分野の公共施設等の整備・運営

にＰＰＰ／ＰＦＩを活用することが必要であり、とりわけ民間の経営原理

を導入するコンセッション事業を活用することが重要である。そのために

は、空港等の成長分野におけるコンセッション事業の活用を大幅に拡大す

ることで観光立国の実現等を通じた成長の起爆剤とするとともに、長期的

な持続可能性が課題となっている上下水道等の生活関連分野にコンセッシ

ョン事業を活用することで課題の克服に努める必要がある。 

コンセッション事業の活用を拡大するためには、その前段階として様々

な収益事業の活用を進めることが効果的であり、これらの事業に積極的に

取り組む中で、収益性を高めつつコンセッション事業への移行を目指して

いくことが重要である。 

特に、運営費等一部の費用のみしか回収できないようなケースであって

も、混合型ＰＰＰ／ＰＦＩ事業として積極的に取り組むことにより、少し

でも公的負担の抑制等を図るという姿勢が重要であり、その取組の中で、

より収益性を高める工夫を重ねることで公的負担の抑制効果を高め、さら

にはコンセッション事業へと発展させていくという視点が重要である。 

そのためには、サービス購入型ＰＦＩ事業や指定管理者制度等の多様な

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業をファーストステップとして活用することを促すこと

が効果的である。 

また、我が国においてこれまでハコモノ中心に活用されてきたサービス

購入型ＰＦＩ事業についても、インフラ分野、特にＩｏＴを始めとする新

技術の利活用による民間のノウハウを活かした効率的な維持管理の視点か
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ら、インフラの新設はもとより、道路等個別施設の維持管理・修繕・更新等

へと活用の裾野を拡大することが重要である。 

さらに、ＰＰＰ／ＰＦＩ推進のためには、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施す

る上で明らかになった課題や地方公共団体・民間事業者等から寄せられた

課題等を適切に把握し解決を図ること、また、首長・地方議会等の理解促進

が重要である。特に従来型事業方式を構築されてきた現行制度に対して、

ＰＰＰ／ＰＦＩの利点が最大限に機能するようにする見直しが必要である。 

加えて、単独では事業化が困難なものについても「バンドリング 1」や「広

域化 2」等により、事業としての成立性を高めるなどの工夫を行うことが重

要である。 

また、ＰＰＰ／ＰＦＩへ潤沢な民間資金の流れを作るためには、資金提

供主体としてのインフラファンドの育成を図るとともに、投資家から資金

の調達を行うインフラ投資市場の整備を行うことが必要である。 

なお、ＰＰＰ／ＰＦＩを推進するに当たっては、公共施設等総合管理計

画等 3の策定や固定資産台帳等の整備及び公表を行うことを通じて公共施

設等のデータの「見える化」を推進するとともに民間からの提案を積極的

に引き出すことが不可欠であり、国及び地方公共団体の取組を着実に進め

ることが必要である。 

 

（２）事業類型ごとの進め方 

 

① 公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業（類型Ⅰ） 

 

コンセッション事業については、インバウンドの拡大等による大幅な
                                                   
1 同種又は異種の複数施設を一括して事業化する手法をいう。 
2 複数の地方公共団体が公共施設等の管理者等となってＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施する手法をい

う。 
3 「インフラ長寿命化基本計画」（平成２５年１１月２９日インフラ老朽化対策の推進に関する

関係省庁連絡会議決定）Ⅳの行動計画をいう。 
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需要拡大が期待される空港、港湾、観光等の成長分野において積極的に

活用し、施設のポテンシャルを最大限活かすことにより、地域における

成長の起爆剤とすることが重要である。また、本格的な人口減少社会の

中で、増加する維持更新費等からその持続可能性が課題となっている生

活関連分野において早期に民間の経営原理を導入し、その持続可能性を

確保するため、コンセッション事業の活用を推進することが必要である。 

なお、料金徴収を伴う事業は、その内容によっては適切な範囲で公的

負担とコンセッション部分から構成する混合型事業スキームの設定が

可能である。そのため、独立採算型が難しく、たとえ一部の費用のみし

か回収できない場合であっても混合型として積極的に検討すべきであ

る。その実施により、補助金の削減をはじめ公的負担の抑制に貢献でき

るものである。 

さらに、民間の経営手法や創意工夫を活かすことができる事業規模を

確保するため、複数施設の運営を一括してコンセッション事業化する

「バンドリング」を推進するとともに、コンセッション事業の積極的な

活用にとってのディスインセンティブとなる制度上の問題の解消を図

ることが必要である。 

 

② 収益施設の併設・活用など事業収入等で費用を回収するＰＰＰ／ＰＦＩ

事業（以下「収益型事業」という。）（類型Ⅱ） 

 

既存施設に収益施設の併設・活用を行うことによって、施設の価値向

上を図っていくことが重要である。その際、施設が持つ収益ポテンシャ

ルは様々であり、利用料金や収益事業で整備・運営費の全てを回収でき

るもの（独立採算型）から、運営費等一部の費用のみしか回収できない

もの（混合型）まであるが、たとえ一部の費用のみしか回収できない場

合であっても、公的負担の抑制に資する観点から、積極的に活用するこ
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ととする。その上で民間の資金や創意工夫により収益拡大を目指すこと

が重要である。 

また、収益型事業は、公共施設等の運営をより広範に民間経営に委ね

るコンセッション事業へと将来的に発展する可能性を持つものであり、

より広範な公共施設等に積極的に活用すべきであり、公共施設等の管理

者側においても、積極的にコンセッション事業へと移行させる取組や働

きかけを行うことが必要である。 

 

③ 公的不動産 4の有効活用を図るＰＰＰ事業（以下「公的不動産利活用事

業」という。）（類型Ⅲ） 

 

低未利用の公的不動産を有効活用することで、まちの賑わいを官民連

携して創出し、地域の「価値」や住民満足度をより高めるとともに、新

たな投資やビジネス機会を創出することが重要である。このため、公共

施設等総合管理計画等の策定や固定資産台帳等の整備等に基づき、行政

財産を含む国公有不動産や国立大学法人等の不動産等の公的不動産の

最適利用を図っていくことが課題となっており、類型Ⅰ・Ⅱのみでなく、

広くかつ柔軟に公的不動産利活用事業を活用することにより、これを進

めることが重要である。 

その際、民間の創意工夫を最大限活用するため、民間提案を積極的に

活用する。 

さらに、公的不動産を核にしたまちづくりのために官民の長期的なパ

ートナーシップの枠組みをつくるＬＡＢＶ5等の新たな手法についても

活用を積極的に検討すべきである。 

                                                   
4 ＰＦＩ法第２条第３項に規定する公共施設等の管理者等が保有する土地及び建物をいう。 
5 Local Asset Backed Vehicleの略。地方公共団体等が公的不動産を現物出資し、民間事業者が

現金等を出資するとともにノウハウを提供することで新たな事業体を設立し、当該事業体を活用

して公的不動産の有効活用を図る方式。 
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④ その他のＰＰＰ／ＰＦＩ事業（類型Ⅳ） 

 

サービス購入型ＰＦＩ事業や指定管理者制度等から成る本類型の事 

業は、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の実施経験のない地方公共団体にとっては、

ＰＰＰ／ＰＦＩ活用のファーストステップとしての効果が期待できる

ことから、引き続き、積極的に活用することが重要である。 

加えて、サービス購入型ＰＦＩ事業は、我が国においてこれまでハコ

モノ中心に活用されてきたが、今後は、インフラ分野へと活用の幅を拡

大することを検討すべきである。 

なお、サービス購入型ＰＦＩ事業活用の検討に際しては、資金調達コ

ストの差異のみで判断するのではなく、業務効率化による効果等を総合

的に勘案してＶＦＭ6を客観的に評価して行うべきである。 

また、指定管理者制度や包括的民間委託は、民間事業者の役割の拡大

を通じて将来的にコンセッション事業へと発展することが期待できる

ため、積極的活用を図るとともに、契約更新時や更なる民間活用の可能

性を検討できる機会等にコンセッション事業への移行の可能性を積極

的に検討することが重要である。 

  

                                                   
6 Value For Moneyの略。公共施設等の管理者等が実施する場合における費用及び収入と、民間

事業者が実施する場合における費用及び収入を比較した結果の差額のことをいい、公共サービス

水準の比較を踏まえ、この額がプラスの場合には、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の実施が適切であるとさ

れる。 
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３．推進のための施策 

 

（１）実効性のある優先的検討の推進 

 

【方針】 

優先的検討規程 7は、今後の地方公共団体等におけるＰＰＰ／ＰＦＩ事業

の推進において基本的な枠組みとなるものであり、策定に係るノウハウや

情報の提供、策定に関する支援措置を行うとともに、策定状況のフォロー

アップ等を通じて人口２０万人以上の地方公共団体等における確実な策定

を図る。 

公共施設等においては、老朽化による更新や統廃合の必要性が強まって

おり、今後当面の間は、ＰＰＰ／ＰＦＩが有効な規模の事業は地方公共団

体の人口規模に関わりなく十分に起こりうる。公共施設等総合管理計画は

ほぼ策定が完了し、個別施設計画の策定から実行に入る今後数年間におい

てＰＰＰ／ＰＦＩの検討を行うことが重要である。こうした認識のもと、

全ての地方公共団体で優先的検討規程の策定が進むことを強く期待し、地

域の実情や運用状況を踏まえ、人口２０万人未満の地方公共団体への適用

拡大を図る。 

また、優先的検討規程が的確に運用されることを通じて、着実に具体の

案件形成につながるよう、国の機関、地方公共団体等の運用のフォローア

ップを定期的に行うとともに運用上の課題や改善点について検討を行い、

運用の適正化を図る。 

さらに、意欲ある地方公共団体等による優先的検討規程やその運用方法

の優良事例を横展開することで、他の地方公共団体等における運用の改善

につなげる。 

                                                   
7 多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針（平成２７年１２月１５日民間

資金等活用事業推進会議決定）に基づく優先的検討規程をいう。 
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【具体的取組】 

① 国や全ての人口２０万人以上の地方公共団体等 8において、速やかに優

先的検討規程の策定が完了するよう、未策定団体の訪問等により、策定

における課題の解消に向けた助言等の支援を実施する。（平成２９年度末

まで）＜内閣府＞ 

② 優先的検討規程の運用状況をフォローアップし、既に策定した運用の手

引を踏まえ、運用上の課題の抽出と対応策の検討を行うことにより、運

用状況の適正化を図る。（平成２９年度から）＜内閣府＞ 

③ 優先的検討規程の策定及び運用を行う人口２０万人未満の地方公共団体

に対する支援事業を実施する。（平成２９年度から）＜内閣府＞ 

④ 上下水道における優先的検討規程の策定及び実効性のある運用が行われ

るよう国においてフォローアップを行う。（平成２９年度から）＜厚生労

働省、国土交通省＞ 

⑤ ＰＰＰ／ＰＦＩの導入検討を一部要件化した事業分野（公営住宅、下水

道）について、着実に運用を実施する。（平成２９年度から）＜国土交通

省＞ 

⑥ 都市公園の交付金事業の実施の際、平成２９年の都市公園法の改正によ

り新たに設ける公募設置管理制度を含むＰＰＰ／ＰＦＩの導入検討を一

部要件化する。（平成２９年度まで）＜国土交通省＞ 

⑦ 優先的検討の優良事例の横展開の具体的推進を図る。（平成２９年度から）

＜内閣府＞ 

⑧ 地域の実情や運用状況を踏まえ、人口２０万人未満の地方公共団体への

適用拡大を図る。その際、実効性が上がる方策について、具体的に検討

する。（平成２９年度末まで）＜内閣府＞ 

 

                                                   
8 「等」は、ＰＦＩ法第２条第３項第３号に規定する公共法人をいう。 
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（２）地域プラットフォームを通じた案件形成の推進 

 

【方針】 

地域における新たなビジネス機会の創出を図るため、地域におけるＰＰ

Ｐ／ＰＦＩの活用を推進し、地域経済好循環を拡大することが重要であり、

地域の民間事業者がイニシアチブを発揮し、主体的役割を果たせるような

枠組みづくりが必要である。このため、地域におけるＰＰＰ／ＰＦＩ事業

の関係者間の連携強化、人材育成、官民対話等を行う産官学金で構成され

た地域プラットフォームの形成を推進し、地域の民間事業者によるＰＰＰ

／ＰＦＩ事業の案件形成力を高める。 

また、形成された地域プラットフォームを地域におけるＰＰＰ／ＰＦＩ

案件形成のための息の長い継続的な枠組みとして定着させることが必要で

あり、初期段階から長期的視野に立った運営が行われるよう成功事例のノ

ウハウの横展開を図る。 

さらに、具体的な案件形成をより志向した運営を図るため、地域プラッ

トフォームを活発な官民対話の場として機能させるよう、地域プラットフ

ォームを活用した民間提案の仕組みを検討する。また、一の地方公共団体

の枠組みを超えたより広域的な地域プラットフォームの形成も促進し、Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩの活用を通じた事業の広域化等を推進する。 

 

【具体的取組】 

① 人口２０万人以上の地方公共団体を中心に全国で地域プラットフォーム

を４７以上形成する。（平成３０年度末まで）＜内閣府、国土交通省＞ 

② 地方ブロック単位で形成されたブロックプラットフォームについては、

平成２８年度末までに人口２０万人以上の地方公共団体を中心に平成２

８年版で設定した目標団体数を超える１９１団体が参画しており、今後

は人口２０万人未満の地方公共団体への参画を働きかけ、団体数の更な
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る増加を図る。（平成３０年度末まで）＜国土交通省、内閣府＞ 

③ 運用マニュアルの周知を図り、運用マニュアルを活用したプラットフォ

ーム形成及び効果的な運営を働きかける。（平成２９年度から）＜内閣府、

国土交通省＞ 

④ 地域プラットフォームの実践ノウハウを有する専門家や経験豊かな地方

公共団体職員を既存のプラットフォームに派遣し、情報提供、助言等の支

援を実施する。（平成２８年度から）＜内閣府、国土交通省＞ 

⑤ 複数の地方公共団体等で構成される広域的な地域プラットフォームの形

成・運営を支援する。（平成２９年度から）＜内閣府、国土交通省＞ 

⑥ 地方公共団体等に対して、地域プラットフォームの形成数や具体の案件

形成数等の実施状況のフォローアップを実施し、結果を公表する。（平成

２８年度から）＜内閣府、国土交通省＞ 

⑦ ブロックプラットフォーム等を積極的に活用し、地方公共団体における

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業推進に関する国への施策ニーズの把握に努めるとと

もに情報提供、助言等を行う。（平成２８年度から）＜内閣府、国土交通

省＞ 

 

（３）公的不動産における官民連携の推進 

 

【方針】 

低未利用の公的不動産を有効活用することで、まちの賑わいを官民連携

して創出し、地域の「価値」や住民満足度をより高めるとともに、新たな投

資やビジネス機会を創出することが重要であり、以下の具体的取組により

公的不動産における官民連携の推進を図る。 

 

【具体的取組】 

① 道路上部空間の利用等により、都市再生と一体的な高速道路の大規模改
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修を推進するため、首都高速道路築地川区間をモデルケースとし、ＰＰ

Ｐの活用について検討を引き続き推進する。＜国土交通省＞ 

② 平成２９年の都市公園法の改正による公募設置管理制度の創設等、ＰＰ

Ｐ／ＰＦＩ手法の拡充を行う。（平成２９年度まで）＜国土交通省＞ 

③ 国立大学法人の土地等について、当該法人の業務に関わらない使途とし

ても、文部科学大臣の認可を受ければ第三者に貸付けることができる制

度が創設されたことから、当該制度の活用により、国立大学法人の資産の

有効活用が図られるようにするため、大学等に対して制度等についての

周知を図る。（平成２９年度から）＜文部科学省＞ 

④ 若年人口の減少に伴い、今後小中学校等の遊休化が急速に拡大する中で、

地域包括ケア拠点としての利活用等、文教施設等の集約・複合化等に向け、

官民合同検討会、地元企業参画スキームの優良事例の横展開等を行う。

(平成２９年度から)＜文部科学省、厚生労働省、内閣府＞ 

⑤ 地方公共団体における公共施設等総合管理計画及び固定資産台帳の整

備・公表を引き続き進めることにより、公的不動産の活用への民間事業者

の参画を促す環境の整備を進める。＜総務省＞ 

 

（４）民間提案の積極的活用 

 

【方針】 

民間事業者のイニシアチブを活用した案件形成を促進するため、民間事

業者による提案を活用する。その際、公共施設等の管理者である地方公共

団体等が民間事業者に対し適切な情報提供を行うことが重要であり、民間

提案活用の方策として、民間提案に係る負担の軽減、知的財産権や営業秘

密の保護等に配慮するとともに、応答義務と結果の通知、公表等手続の透

明性を確保し、窓口の明確化等を図る。 

また、地域プラットフォームにおいて具体の案件を想定した官民対話を



12 
 

行うなど民間提案を引き出す場として活用する。 

 

【具体的取組】 

① 民間提案を促進するため、「ＰＰＰ事業における官民対話・事業者選定プ

ロセスに関する運用ガイド」の周知を図る。（平成２９年度から）＜国土

交通省、内閣府、総務省＞ 

② 民間事業者が提案を行うために必要な情報提供、提案に対する応答、提案

の評価方法、検討結果の公表、提案を行う民間事業者の権利利益の確保等

を明記した民間提案活用指針を策定する。（平成２９年度末まで）＜内閣

府＞ 

③ 民間提案を活用する地方公共団体等に対する支援を実施する。（平成２９

年度から）＜内閣府＞ 

④ 優先的検討プロセスにおける民間提案制度のあり方を検討する。（平成２

９年度末まで）＜内閣府＞ 

 

（５）情報提供等の地方公共団体に対する支援 

 

【方針】 

今後、優先的検討規程の運用開始等により、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の裾野

拡大が見込まれ、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に通暁した人材の育成が急務である

ことから、事業を担う人材の育成に取り組む。 

具体的には、地方公共団体等の実務担当者が、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関

する必要な情報を容易に得ることができる環境を整備する。また、コンセ

ッション事業等、案件形成に向けて高度な検討が必要な事業に対しては、

検討段階に応じた継続的な支援を行う。 

 

【具体的取組】 
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① 国土交通大学校等の国の教育機関を活用し、実践的なカリキュラムを充実

させるなどにより、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関する知識を有する職員等を育

成する。（平成２８年度から）＜国土交通省、内閣府＞ 

② ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関する地方公共団体等からの照会・相談に対応する

省庁横断的なワンストップ窓口について、公的不動産利活用事業やバンド

リング・広域化等の照会・相談に対応できるよう調整体制を強化するとと

もに、その周知を図る。（平成２９年度末まで）＜内閣府＞ 

③ ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の専門家や法律、会計、税務、金融等の高度な専門的

知識を有するコンセッション事業の専門家を地方公共団体等に派遣し、Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩ事業の実施に関する情報提供、助言等の支援を実施する。（平

成２８年度から）＜内閣府＞ 

④ バンドリング・広域化、あるいは公的不動産利活用を含めた幅広い種類の

ＰＰＰ事業について先導性の高い優良事例を収集する。この際、地域経済

の活性化への貢献のほか、庁内での意思決定段階、プロジェクト推進段階、

あるいは地元関係者との合意形成の段階等に踏み込んでの成功要因の分

析も行い、これを同種・類似のＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施しようとする地

方公共団体等へ情報提供することにより横展開を図る。（平成２９年度か

ら）＜内閣府＞ 

⑤ 首長、地方議会等のＰＰＰ／ＰＦＩに対する理解促進を図るため、首長、

地方議会等を対象としたセミナー等を実施する。（平成２９年度から）＜

国土交通省、内閣府＞ 

⑥ ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関する提案受付・相談窓口を設置するとともに、国

自ら先行事例の形成を図る。（平成２９年度から）＜国土交通省＞ 

⑦ 水道・下水道事業の広域化等及び更なる民間活用の促進のため、「公営企

業の経営のあり方に関する研究会」報告書に示された留意点等について、

地方公共団体への周知を図る。（平成２９年度から）＜総務省＞ 
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（６）株式会社民間資金等活用事業推進機構の活用 

 

【方針】 

・地域経済好循環の実現に向けて、地域におけるＰＦＩ事業を推進するた

め、民間資金等活用事業推進機構（以下「機構」という。）の資金供給機

能や案件形成のためのコンサルティング機能を積極的に活用し、地域に

おけるＰＦＩ事業の大幅な掘り起こしを進める。 

・コンセッション事業等の拡大を踏まえ、民間インフラファンドの形成に

率先して取り組むなど、民間のインフラ投資市場の成長に寄与する。 

 

【具体的取組】 

① リスクマネーの「呼び水」としての機構の出融資を最大限活用し、案件形

成プロセスの早期の段階から牽引役としての役割を果たし、重点分野に掲

げるコンセッション事業の着実な実現を図るとともに、ＰＰＰ／ＰＦＩ手

法導入優先的検討規程や公共施設等総合管理計画の本格的な運用を開始

する地方公共団体を中心に収益型事業を推進する。（平成２８年度から）

＜内閣府＞ 

② 上下水道のコンセッション事業の導入に当たっては、これらの事業が抱え

る中長期的な経営上の課題について首長の認識や住民の理解を得ること

が前提となる。このため、機構のコンサルティング機能をフルに活用し、

上下水道の事業計画・収支計画・資金計画等の検討をサポートし、コンセ

ッション事業の導入に向けた検討を促進する。（平成２８年度から）＜内

閣府＞ 

③ 地域におけるＰＦＩ事業で地域の民間事業者が主導的な役割を担うこと

ができるよう、ＰＦＩに係る知識や具体的案件への取組方法等の情報提供

を行うとともに、地域金融機関等に対しリスク分析手法や契約実務等に係

るプロジェクトファイナンスのノウハウの移転を進め、地域人材の育成を
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図る。（平成２８年度から）＜内閣府＞ 

④ コンセッション事業を推進する地域金融機関、民間機関投資家等の関係者

との協議を継続するとともに、案件の形成支援と資金の供給を通じて、全

国各地において多様な分野で多数の収益型事業に対して安定的に民間資

金が供給されるような環境の整備に寄与することにより、民間インフラフ

ァンドの組成を推進する。（平成２８年度から）＜内閣府＞ 
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４．集中取組方針 

 

（１）目標設定の考え方 

 

公共施設等の運営に民間の経営原理を導入する観点から、コンセッション

事業を集中して推進することが必要である。このため、民間ビジネス拡大効

果が特に高い分野や、今後ストックの維持更新について大きな課題を抱える

ことが予想される分野を重点分野として指定するとともに、各重点分野につ

いて、３年間で具体化 9すべき事業案件を数値目標として設定する。 

重点分野は、コンセッション事業を基本とするが、民間事業者の事業意欲

が現時点で必ずしも十分でない場合は、将来コンセッション事業へとつなが

る事業類型も対象とする。 

平成２９年度から、クルーズ船向け旅客ターミナル施設及びＭＩＣＥ施設

について新たに重点分野に指定するものとする。なお、重点分野は、社会経

済情勢や取組状況の進展に応じて、今後、随時追加・見直しを行う。 

 

（２） 重点分野と目標 

 

① 空港 

 

平成２６年度から平成２８年度までの集中強化期間中の数値目標

は達成した 10。一方で、平成２９年度以降も案件が継続することから、

                                                   
9 事業件数目標（コンセッション事業）は、地方公共団体が事業主体であること等を踏まえ、個

別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象とすることと

し、①集中強化期間に実施契約を締結する予定の案件、②実施方針公表段階となる予定の案件の

ほか、③事業実施に向けて具体的な検討を行っている段階の案件を対象とする。 
10 デューディリジェンスに着手した案件が９件（１６空港）あり、そのうち２件（３空港）が

事業開始、４件が事業者公募実施中、３件（９空港）がデューディリジェンス実施中である。ま

た、デューディリジェンスを実施せず事業を開始している案件が１件ある。 
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重点分野に引き続き指定する。空港運営の自由度を高め、既存ストッ

クを活用した新規需要の開拓や交流人口の拡大による地域活性化に

資するため、次に掲げる措置等により、原則として全ての国管理空港

にコンセッションを拡大するとともに、地方管理空港においても積極

的な導入を図る。なお、国管理空港においては、今後のコンセッショ

ンに関する制度整備（ガイドラインの改定等も含む）や議論も踏まえ

て、平成２９年末までに関係府省にて議論・整理する。＜国土交通省、

関係府省＞ 

・ コンセッションを推進するための個別施策に関し、進捗状況を「見

える化」する。（平成２９年度から）＜国土交通省＞ 

・ コンセッション実施による地域活性化等の効果を把握・公表し、

コンセッションに対する地域の理解・機運を高める。（平成２９年

度から）＜国土交通省＞ 

・ 静岡空港や、北海道の小規模空港の事例を踏まえた事業モデルを

構築し、横展開を図ることで、コンセッションの導入を抜本的に

加速する。（平成２９年度から）＜国土交通省＞ 

・ 北海道における７空港でのコンセッションの導入については、以

下の５原則に基づいて具体化・推進し、イコールフッティングの

確保や特定地方管理運営者制度の活用のために必要な事項の検討

などの必要な施策も実施した上で運営権者選定を図る。（平成３１

年度末まで）＜国土交通省、内閣府＞ 

Ⅰ．４管理者が、７空港一体という枠組みに変更がないという

ことを共有する。そして成功に向けて一致団結して責任を共

有する。 

Ⅱ．４管理者は、一心同体のプロジェクトチームとして共同で

公平な入札を行い、競争の中で成長力も含めた７空港全体の

能力強化に貢献する運営権者を選定する。 
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Ⅲ．運営権者の提案や要求水準を遵守しない事態が続いた場合

には、４管理者全ての契約解除を念頭に対処できる包括的な

仕組みをつくる。 

Ⅳ．黒字の空港による赤字補てんという形ではなく、民間の経

営力と統合効果による自治体管理空港の成長を目指す。 

Ⅴ．原則としては、選ぶ側と選ばれる側の立場の混同につなが

る管理者による出資は行わない。 

・コンセッション事業者の創意工夫が十分に発揮されるよう規制の

緩和や合理化を進める。（平成２８年度から）＜国土交通省＞ 

 

② 水道 

 

平成２６年度から平成２８年度までの集中強化期間中の数値目標

は達成していない 11。平成２９年３月に国会に提出された水道法の一

部を改正する法律案や、平成３０年度にＰＦＩ法の改正による立法措

置を講じることを前提として政府部内で検討を進めることとされて

いる上下水道事業に係る債務を地方公共団体が運営権対価で繰上償

還する際の補償金の減免措置を通じて、制度の改善やインセンティブ

設計の検討を行っている最中である。そのため、集中強化期間を平成

３０年度末まで伸ばし、次に掲げる措置等により、６件のコンセッシ

ョン事業の具体化を目標とする。合わせて、既に検討に着手している

案件について、事業開始まで切れ目ない支援を行うことにより、コン

セッション事業の着実な導入促進を図る。＜厚生労働省＞ 

・水道事業の財務や経営の「見える化」を推進するため、中長期的な

水道料金の見込み等が記載された事業計画の策定・公表状況につい

                                                   
11 デューディリジェンスに着手又は同等の検討を実施した案件が５件ある。なお、実施方針に

関する条例案が成立しなかった案件が２件あるが、そのうち１件がデューディリジェンス実施中

であり、１件が改正後の水道法に基づく公共施設等運営権制度の活用の可能性を検討中である。 
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て国においてフォローアップを行う。（平成２９年度から）＜厚生

労働省＞ 

・水道事業にコンセッション事業を活用することにより民間経営の原

理を導入することが、広域化と併せ水道事業の長期的な健全性の確

保にとって有効な方策であることを国が率先して示すことにより、

地方公共団体によるコンセッション事業の活用を強力に後押しす

る。（平成２８年度から）＜厚生労働省＞ 

・水道分野におけるコンセッション等事業の検討促進や住民不安の解

消を目的とし、全国各地で水道分野における官民連携推進協議会や

地域懇談会等を活用した啓発活動を実施する。（平成２９年度から）

＜厚生労働省＞ 

・水道法の一部を改正する法律案が成立した場合には、水道事業にお

いてコンセッション事業を実施する際に参考となる契約書及び要

求水準書のひな形の作成及び周知を実施する。（平成２９年度から）

＜厚生労働省＞ 

・水道事業の具体の案件形成を行うため、既に第三者委託等のＰＦＩ

事業に取り組んでいる地方公共団体等を対象に更なる首長等への

トップセールスを実施する。（平成３０年度末まで）＜厚生労働省

＞ 

・水道法の一部を改正する法律案が成立した場合、水道事業における

コンセッション制度の運用について、事業の安定性、安全性、持続

性の確保に留意するとともに、新たな許可制度の運用について詳細

を検討する。（平成２９年度から）＜厚生労働省＞ 

・これらの取組の実施状況について、四半期ごとにフォローアップを

行う。（平成２８年度から）＜厚生労働省＞ 

・水道分野において先導的に取り組む地方公共団体に対しては、案件

形成に向けて他分野での先進的な取組事例に関する情報提供や助
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言等により継続的な支援を行う。（平成２９年度から）＜厚生労働

省＞ 

 

③ 下水道 

 

平成２６年度から平成２８年度までの集中強化期間中の数値目標

は達成していない 12。制度整備や地方公共団体向け支援メニュー作り

も完了していることから、達成目前であると評価し、集中強化期間を

平成２９年度末まで伸ばし、次に掲げる措置等により、６件のコンセ

ッション事業の具体化を目標とする。合わせて、既に検討に着手して

いる案件について、事業開始まで切れ目ない支援を行うことにより、

コンセッション事業の着実な導入促進を図る。＜国土交通省＞ 

・下水道事業の財務や経営の「見える化」を推進するため、中長期的

な下水道料金の見込みが記載された事業計画の策定・公表について

国においてフォローアップを行う。（平成２９年度から）＜国土交通

省＞ 

・先行的に下水道のコンセッション事業に取り組んでいる浜松市のコ

ンセッション事業の着実な事業開始を支援する。その他具体的に検

討を進めている大阪市・奈良市・三浦市・須崎市・宇部市等に対し

て、技術的な助言等を実施し、案件形成を支援する。これらの地方

公共団体における課題やその解決策等を抽出し、国が率先して示す

ことにより、地方公共団体によるコンセッション事業の活用を強力

に後押しする。（平成２８年度から）＜国土交通省＞ 

・「下水道における新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事業の促進に向けた検討会」

に民間企業を加え、官民リスク分担等の課題について対応策等の検

                                                   
12 デューディリジェンスに着手した案件が５件あり、そのうち１件が事業者公募実施済み、４

件がデューディリジェンス実施中である。なお、実施方針に関する条例案が成立しなかった案件

が１件あるが、デューディリジェンス実施中である。 
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討を行う。（平成２９年度から）＜国土交通省＞ 

・「下水道における新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事業の促進に向けた検討会」

とは別に、ブロック単位等の地方において、意見交換会等を行い、

国の職員等を派遣する。（平成２９年度から）＜国土交通省＞ 

・下水道分野において、コンセッション事業の更なる具体の案件形成

を行うため、首長等へのトップセールスを実施する。（平成２９年度

から）＜国土交通省＞ 

・これらの取組の実施状況について、四半期ごとにフォローアップを

行う。（平成２８年度から）＜国土交通省＞ 

・コンセッションを含むＰＰＰ／ＰＦＩの導入促進に向け、官民リス

ク分担に関するガイドラインの策定等新たな措置を講ずる。（平成

２９年度から）＜国土交通省＞ 

・下水処理施設等の改築への支援（社会資本整備総合交付金等）にあ

たって、コンセッションの導入の検討を要件化したところであり、

具体的成果が速やかに現れるよう、制度改正の趣旨を地方公共団体

に周知徹底するとともに、コンセッションの導入に係る検討の状況

の「見える化」の検討を含め、制度を効果的に運用するための仕組

みを整理する。（平成２９年度から）＜国土交通省＞ 

 

④ 道路 

 

平成２６年度から平成２８年度までの集中強化期間中の数値目標

は達成した 13。一方で、特区制度を活用して実施していることから、

今後の全国展開の可能性を継続検討し、案件を掘り起こす必要がある

ために、重点分野に引き続き指定し次に掲げる措置等を講ずる。今後

新たに実施を希望する管理者が出てきた場合には、特区制度側での対

                                                   
13 事業を開始している案件が１件ある。 



22 
 

応も踏まえつつ、その時点で新たな数値目標の設定のあり方を速やか

に検討する。＜国土交通省＞ 

・愛知県道路公社の先行事例について、他の道路公社へのコンセッシ

ョン事業の適用拡大を図るため、その成果等を情報収集しつつ、情

報提供を始めとした横展開を図る。（平成２８年度から）＜国土交

通省＞ 

 

⑤ 文教施設 

 

次に掲げる措置等により、平成２８年度から平成３０年度までの集

中強化期間中に３件のコンセッション事業の具体化を目標とする。＜

文部科学省＞ 

・文教施設（スポーツ施設、社会教育施設及び文化施設をいう。以下

同じ。）について、有識者検討会の最終報告を踏まえ、コンセッショ

ン事業を活用した利用者の満足度の向上や収益性を高める取組が

実行されるよう、地方公共団体を支援する。（平成２８年度から）＜

文部科学省＞ 

・文教施設の具体の案件形成を行うため、関係府省と連携しながら、

地方公共団体等への働きかけを実施する。（平成２８年度から）＜

文部科学省＞ 

・文教施設へのコンセッション事業の活用の在り方に関する有識者検

討会での最終報告を踏まえ、地方公共団体において具体の案件形成

が行われるよう、引き続き地方公共団体に対する支援を実施すると

ともに、実務的な手引きを策定する。（平成２９年度から）＜文部科

学省＞ 

・有識者検討会の最終報告を踏まえ、都市部の文教施設における案件

形成においては、周辺の他施設も包含した複合的運営による集客力
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拡大等の取組が進められるよう、地方公共団体を支援する。（平成

２８年度から）＜文部科学省、内閣府＞ 

 

⑥ 公営住宅 

 

次に掲げる措置等により、平成２８年度から平成３０年度までを集

中強化期間として、６件のコンセッション事業、収益型事業又は公的

不動産利活用事業の具体化を目標とする。＜国土交通省＞ 

・公営住宅の建替・集約化に際して、低所得者の居住の安定を図るこ

とを前提としつつ、民間事業者の経営手法や創意工夫を活用するこ

とにより管理運営の効率化と資産価値の向上を図るとともに、余剰

地の有効活用等を通じて収益化を目指すことが重要である。＜国土

交通省＞ 

・このため、将来的なコンセッション事業の活用を視野に入れ、収益

型事業や公的不動産利活用事業の積極的活用により、公的負担の抑

制を図る。（平成２８年度から）＜国土交通省＞ 

 

⑦ クルーズ船向け旅客ターミナル施設 

 

次に掲げる措置等により、平成２９年度から平成３１年度までを集

中強化期間として、３件のコンセッション事業の具体化を目標とする。

＜国土交通省＞ 

・福岡市ウォーターフロント再開発のコンセッション案件等において、

海外の事例やユーザーのニーズを踏まえたスキーム構築を支援し、

先行事例の形成を図る。（平成３１年度まで）＜国土交通省＞ 

 

⑧ ＭＩＣＥ施設 
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次に掲げる措置等により、平成２９年度から平成３１年度までを集

中強化期間として、６件のコンセッション事業の具体化を目標とする。

＜国土交通省＞ 

・福岡市ウォーターフロント再開発のコンセッション案件等の先行事

例を踏まえ、コンセッション方式のメリット等に係る情報を他の地

方公共団体に対し積極的に提供し、これら地方公共団体における同

方式の導入を促していく。（平成３１年度まで）＜国土交通省＞ 

 

⑨ その他の分野及び分野横断的事項 

・公営発電施設について、コンセッション方式を活用したＰＦＩ事業

のあり方について検討し、重点分野の指定と数値目標の設定につい

て結論を得る。（平成２９年度末まで）＜経済産業省＞ 

・工業用水道事業へのコンセッション方式導入案件形成に向けた導入

可能性等調査５件を目標に実施する。（平成３０年度末まで）＜経済

産業省＞ 

・地方公共団体等が行うデューディリジェンス等のコンセッション事

業の準備事業に要する負担に対する支援を実施する。（平成２８年

度から）＜厚生労働省、国土交通省＞ 

・民間事業者との対話を通じてコンセッション事業の更なる活用推進

を図るため整理した課題への解決に向けて、別紙の措置を講ずる。

（平成３０年度末まで）＜関係府省＞ 

・指定管理者でない公共施設等運営権者が、特定の第三者に対して、

公共施設等の設置の目的の範囲内であっても使用を許すことが可

能となるよう、ＰＦＩ法について、平成３０年通常国会において必

要な法制上の措置を講ずる。（平成２８年度から）＜内閣府、総務省

＞ 
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５．事業規模目標 

 

（１）目標設定の考え方 

 

ＰＰＰ／ＰＦＩの着実な推進を図っていくため、１０年間（平成２５年度

から３４年度まで）の事業規模目標を設定する。 

この場合の事業規模は、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用により新たな民間の経済活

動を創出するという施策の目標を踏まえ、民間事業者の総収入をもって測る

ものとする。 

対象とするＰＰＰ事業の範囲は、ＰＰＰ活用の推進を通じて従来よりも民

間事業者の役割を大幅に拡大するという施策の目的を踏まえ、官民が連携し

て行う事業のうち次の３要件を満たすものとする。 

（ⅰ）従来の官民の役割分担を見直し、民間事業者の役割を大幅に拡大し、

その主体性を幅広く認めるものであること。 

（ⅱ）協定等に基づき官民双方がリスクを分担すること。 

（ⅲ）民間事業者が事業実施にあたり相当程度の裁量を有し、創意工夫を活

かすことで、事業の効率化やサービスの向上が図られること。 

 

（２）目標 

 

事業類型ごとに以下の目標を達成すること等により、事業規模目標期間（平

成２５年度から平成３４年度までの１０年間をいう。以下同じ。）で２１兆円

の事業規模の達成を目指す。 

この目標を達成した場合、歳出削減等効果 14のほか、定量化は困難である

                                                   
14 歳出削減効果及び事業実施に伴う一定の歳入増加効果が含まれ、事業規模目標期間に約２.７

兆円と試算されるほか、公共施設等運営権対価等が少なくとも約２.３兆円見込まれる。ただ

し、大規模プロジェクトの有無等により大きく変動する可能性があることに留意する必要があ

る。 
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ものの、民間の創意工夫を活かすことによる新規需要の創出等の経済波及効

果が見込まれる。 

 

① 公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業（類型Ⅰ） 

 

「４．集中取組方針」に掲げられた目標の確実な実施を図ること等に

より、７兆円 15の事業規模を目標とする。 

 

② 収益施設の併設・活用など事業収入等で費用を回収するＰＰＰ／ＰＦ

Ｉ事業（類型Ⅱ） 

 

優先的検討規程の運用により、事業規模目標期間内に人口２０万人以

上の各地方公共団体で本事業類型の事業 16の実施を目指すこと等によ

り５兆円の事業規模を目標とする。 

 

③ 公的不動産の有効活用を図るＰＰＰ事業（類型Ⅲ） 

 

公共施設等総合管理計画等や固定資産台帳等の整備が進むことや優

先的検討規程の実効ある運用を踏まえ、事業規模目標期間内に人口２０

万人以上の各地方公共団体で２件程度本事業類型の事業 17の実施を目

指すこと等により４兆円の事業規模を目標とする。 

 

④ その他のＰＰＰ／ＰＦＩ事業（類型Ⅳ） 

 
                                                   
15 本事業規模目標期間内に関西国際空港・大阪国際空港のコンセッション事業（約５兆円（推

計））が含まれるなどの特殊要因があることに留意する必要がある。 
16 指定管理者制度を除く。 
17 1,000 ㎡以上の公的不動産利活用事業であって、民間事業者の提案を活用した事業に限り、都

市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第７項に規定する市街地開発事業を除く。 
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引き続きサービス購入型ＰＦＩ事業、指定管理者制度、包括的民間委

託等の活用を推進すること等により、５兆円の事業規模を目標とする。 
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６．ＰＤＣＡサイクル 

 

本アクションプランは、事業規模、重点分野やその数値目標、施策の進捗状

況について毎年度フォローアップを行い、現状の把握と課題の検討をし、必要

に応じて見直す。また、フォローアップの結果は、各地方公共団体における取

組の目安となるよう、比較可能な形でベンチマーク化するなど「見える化」に

工夫をする。 
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７．その他 

 

平成２８年版は、廃止する。 



別 紙

＜官民の最適なリスク分担実現に向けて必要な検討＞ 対応策

①

①  コンセッション実施契約（以下、「実施契約」と
いう。）において、管理者側に有利な責任分担の問
題が指摘されており、以下のような管理者側での債
務負担を伴う責任分担を可能とする仕組みが求めら
れている。これが従来不可能とされてきたのは、管
理者側（国及び地方自治体による直接契約の場合に
限り、特殊会社や外郭団体を除く）が債務負担行為
の裏付けなく、契約に契約期間中の運営権者（コン
セッション事業を実施するためだけに作られる特別
目的会社）への支払いの約束をどこまで規定できる
かの検証がなく、一律に制度的に無理とされてきた
ためである。

①-1

・ 管理者が運営権者に対して、コンセッション実施契
約締結時点で、一定の条件の下で表明保証や瑕疵保
証を行う。

・関係府省（国交省航空局・道路局・下水道部。以
下③・⑦を除き同様。）は、管理者が負うべき瑕疵
担保責任の範囲（分野及び年限）と支出方法、当該
支出方法におけるリスクを検討し、今年7月末まで
に内閣府に報告することとする。
・これも踏まえて、内閣府はガイドラインを策定す
る。
・上記も踏まえて、内閣府は債務負担を必要とする
内容について、予算措置で対応可能か、法的根拠の
整備が必要かを検討し、必要であれば来年の通常国
会までにPFI法を改正して対応する。

①-2

・ 運営権者が管理者に支払った運営権対価について、
運営権者事由や不可抗力事由で契約が解除される場
合に、損害賠償や罰金などの合理的な費用を差し引
く前提で、未回収部分を運営権者に返還する。

・関係府省は、運営権者事由や不可抗力事由での契
約解除の場合の、一時金未回収分の返還の要否、返
還を行う場合の具体的な仕組みを検討し、今年7月
末までに内閣府に報告する。
・これも踏まえて、内閣府はガイドラインを策定す
る。
・上記も踏まえて、内閣府は返還に法的根拠が必要
か否かを検討し、必要であれば来年の通常国会まで
にPFI法を改正して対応する。

①-3

・ 契約終了時に、運営権者自身か、運営権者の有する
資産・人材を、原則として管理者または管理者の指
定する第三者が合理的な価格で買い取ることを約束
する。

・関係府省は、「運営権設定対象資産における未回
収投資部分、運営権者所有資産、運営権者の雇用す
る職員」について管理者による負担／買い取り／引
き取りの要否や要の場合に想定される方法やその課
題を検討し、その検討結果を今年7月末までに内閣
府に報告する。
・これも踏まえて、内閣府はガイドラインを策定す
る。
・上記も踏まえて、内閣府は負担／買い取りは予算
措置で対応可能か、法的根拠の整備が必要かを検討
し、必要であれば来年の通常国会までにPFI法を改
正して対応する。

①-4

・ コンセッション事業の管理者が誰であろうと、国・
地方自治体による運営権者を狙い撃ち（ないしは意
図的に適用せずに競争環境が悪化する）にするよう
な法令等の実施に対しては、必ず救済措置・補償を
受けられる仕組みとする。

・国交省下水道部は、下水道における「特定法令変
更」と補助制度等の変更の場合の措置について、今
年7月末までに再検討して内閣府に報告する。
・国交省道路局は、道路における「特定法令変更」
発生時の増加費用について、料金でどこまで対応で
きるか否かを、今年7月末までに整理して内閣府に
報告する。
・上記二点も踏まえて、内閣府は確約すべき範囲を
ガイドラインを策定する。
・上記も踏まえて、内閣府において法令等変更時の
措置について法的根拠の整備が必要かを検討し、必
要であれば来年の通常国会までにPFI法を改正して
対応する。

コンセッション事業の更なる活用推進に向けた課題、必要な検討と対応策

　下表に取りまとめた「対応策」の部分について、内閣府において関係府省における実行を担保する
取組を行った上で、関係府省において実行する。

1



別 紙

②
② ①以外でも、以下のような契約の枠組みの改善が求

められている。

②-1

・ 運営権者の赤字（通常の赤字とは異なるのて定義が
必要）が一定期間継続する場合の契約解除につい
て、サービスレベルの低下による事故等の発生を防
ぐために、要件を具体化した上で、合意解除（運営
権者が申し出て、管理者が認めるという仕組み）で
はなく、強制解除とする。

・関係府省は、赤字（営業活動によるキャッシュフ
ローにおける赤字）が一定期間継続した場合の契約
解除の方法について、海外事例の調査等を踏まえて
考え方をまとめて今年7月末までに内閣府に報告す
る。
・これと民間事業者の意見等も踏まえて、内閣府は
ガイドラインを策定する。

②-2

・ 要求水準については、可能な限り性能規定化し、簡
素化を図る。各分野において使われている要求水準
においてこれが徹底されているかを、定期的に管理
者以外の第三者がチェックする。

②-3

・ 管理者が行うモニタリングについても、セルフモニ
タリングと同様に可能な限り公表する仕組みとする
と共に、上記の要求水準と同様の仕組みで簡素化を
図る。

②-4

・ 引継ぎにおいて必要となる関係者への説明（契約等
の引継ぎで必要となるもの）同行や、引継ぎに関連
する管理者側現場担当者から運営権者担当者のレク
チャーについて、管理者側でも実施義務を負う形に
する。

・内閣府は、管理者が契約上の引継ぎ協力義務を負
うのが望ましい旨を、ガイドラインで規定する。

②-5

・ 【空港分野に限った論点】今後の混雑空港における
円滑な国際線の増便実施という観点から、国際線発
着調整事務局と運営権者の連携関係（事務局に運営
権者も関与など）や、管制との連携関係（運営権者
から管制への増便提案や費用負担の仕組みの検討な
ど）を再検証し、必要であれば改善を行う。

・国交省航空局は、国際線発着調整事務局の役割に
ついて、関係案件で応募者等に丁寧に説明する。
・国交省航空局は、管制業務について諸外国でも
日々業務革新が進んでいることを念頭に、海外動向
を不断に調査し、自らの業務に反映させる。

③

③ 【上下水道分野に限った論点】利用料金に管理者側
が上限認可等の権限を有する前提で組み立てられる
コンセッション事業については、燃料価格などの物
価変動や金利などの変動を利用料金にタイムリーに
管理者が反映させないと、運営権者の経営安定性が
損なわれる懸念があるが、仕組み化されていない
ケースがある。こうした点を、個別の管理者の判断
に依存させず、当該分野を所管する省庁が適切な形
で仕組化、ルール化することが求められている。

・関係府省（厚労省医薬・生活衛生局、国交省下水
道部）は、本年内を目途に物価変動の定義と料金へ
の転嫁に関する計算式を明らかにし、関連するマ
ニュアルや許可基準の中に規定するなど、活用を徹
底する仕組みを構築する。これを踏まえ、内閣府に
おいてガイドラインを策定する。

・国交省航空局は、空港における要求水準やモニタ
リングの改善のための第三者（当事者から独立した
専門家等）の活用方法について、考え方を整理して
今年7月までに内閣府に報告する。
・内閣府は、要求水準やモニタリングの改善のため
に第三者の活用について整理し、ガイドラインを策
定する。
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別 紙

＜官民の最適な対話実現に向けて必要な検討＞

④

④ マーケットサウンディングや運営権者の選定プロセ
ス、選定された後の事業開始準備プロセスにおいて
行われるデューディリジェンス＆競争的対話につい
て、管理者によっては以下のような問題が見られ、
改善が求められている。多くの管理者にとって、
マーケットサウンディングやデューディリジェン
ス、競争的対話という業務は慣れないものであり、
参画している民間企業との認識・ノウハウ差が大き
いと考えられる。業務の標準形を明確・詳細に示
し、その枠組みの中に納まるようにする仕組みが求
められている。

④-1

・ 実施方針に先立って行われるマーケットサウンディ
ングなどの事前の対話の場において、事業の大枠で
の条件付けが示されず、重要な条件に対する関心を
持つ企業との対話の場が十分に（複数回）設けられ
ないことがある。

・適切なマーケットサウンディングの方法（開示す
べき情報、項目と対話の方法等）について、関係府
省による海外事例調査や関係者へのヒアリング等を
通じた本年7月末までの検討結果も踏まえ、内閣府
において、ガイドラインを策定する。

④-2

・ 運営権者が管理する対象となる固定資産・動産・契
約等の必要な情報（資産関係では調達価格や修繕履
歴など）の添付されたリストの開示や、資産に対す
る専門家による分析がない、必要なものについて電
子データでの開示がないことがある。

・関係府省は、これまでの案件での開示情報一式
（サンプル）を内閣府に提供する。
・内閣府では、この開示情報を専門家や民間事業者
の意見を収集した上で分析し、望ましい情報開示内
容に関するガイドラインを策定する。

④-3

・ 競争的対話において重要な事項（契約条件など）が
対話の対象から外れる、複数回の実務担当者ヒアリ
ングや現地視察が用意されないことがある。

④-4

・ 競争的対話への参加人数が制限され、コンソーシア
ムメンバーやアドバイザーから必要な人員を参加さ
せることができないことがある。

④-5

・ 管理者から運営権者にPFI 法に基づく職員派遣が行
われるケースで、派遣される人数や条件、予定され
ている職員のキャリア・スキルイメージが競争的対
話で示されず、運営開始直前になって分かることが
ある。

・関係府省は、これまでの案件での職員派遣に関す
る入札中の開示資料や、運営権者決定後の派遣に向
けた流れに関する情報を内閣府に提供する。
・内閣府では、この内容に対する民間事業者の意見
を収集した上で分析し、望ましい公務員派遣の進め
方に関するガイドラインを策定する。

④-6

・ 応募するコンソーシアム側で共通に発生するデュー
ディリジェンスについては、出来るだけ管理者側で
やって、結果を提供してもらえると応募コストを低
減できるが、不十分であるケースがある。

・内閣府は、ここに示した考え方をガイドラインで
規定する。

④-7

・ 全ては難しいにしても、海外企業からの参画も想定
しているのであれば、募集要項や実施契約、事業の
概要、財務情報くらいは英語でも開示すべきだが、
不十分であるケースがある。

・内閣府は、募集要項、実施契約、事業の概要、財
務情報は英語化するという前提を、ガイドラインで
規定する。

・関係府省は、これまでの案件での競争的対話の仕
組みに関する情報を内閣府に提供する。
・内閣府では、この内容に対する専門家や民間事業
者の意見を収集した上で分析し、望ましい競争的対
話方法に関するガイドラインを策定する。
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別 紙

⑤

⑤ 【空港分野に限った論点】国による空港コンセッ
ション事業には、国が直接所有しないターミナルビ
ル施設が含まれている。国が所有しないことから、
当該ターミナルビル施設に対して国がデューディリ
ジェンスの責任を負わず、表明保証もせず、既存株
主からの株式等の引き渡し・運営開始に向けた引継
ぎへの関与を一切しないという仕組みになってい
る。一方で、ターミナルビル事業の実施は運営権者
に義務付けられており、運営権者は契約の当事者で
はない第三者から確実に事業を承継しなければなら
ない。第三者のせいで契約責任の履行に大きな影響
を受けるリスクを運営権者のみが負うこの仕組み
を、少しでも改善すること（ヒアリング対象企業か
らは国が一度買うべき、との声も存在するがそれに
限らず）が求められている。

・管理者以外の有する既存事業の引継ぎを運営権者
に求める場合には、運営権者に過度のリスクを負わ
せて引き継がせることとならないようにすることと
し、これについて内閣府においてガイドラインを策
定する。

⑥
⑥ 運営権者の選定プロセスや評価基準について、以下

のような改善が求められている。

⑥-1

・ 事業の安全性の観点で重要な意味を持つ管理者から
の職員派遣について、管理者から運営権者への派遣
人数や派遣期間を少なく・短くする方向での提案を
誘導する評価基準をさけるルール化が必要である。

・内閣府は、ここに示した考え方をガイドラインで
規定する。

⑥-2

・ 提案書に記載・提案させる事業の範囲について、運
営権者が直接責任を負うことができないものまで広
げることの可否について、議論とルール化が必要で
ある。

・内閣府は、運営権者の株主に実施義務を課す提案
の取り扱いについて検討し、必要に応じてガイドラ
インを作成する。

⑥-3

・ コンセッションに関わる企業の中には、競争制限的
な企業（同様のサービスを提供可能な企業の数が著
しく少ない企業）が存在する。そうした企業を抑え
たものしか入札に参加できない、あるいは有利に働
いてしまうような条件設定にならないようにルール
化が必要である。

・内閣府は、管理者が競争制限的な企業の有無につ
いて事前に民間事業者ヒアリング等を行って検討し
た上で入札条件等を設定するよう、ガイドラインで
規定する。
・内閣府は、内閣府において1社入札で落札となっ
たコンセッション案件について事後的に手続きを検
証し、民間事業者へのヒアリングも行って、第三者
の目で改善点を洗い出す仕組みを導入する。

⑥-4

・ 審査委員会について、議事録が公開されていない
ケースがある。コンセッション事業へ参入する民間
企業による検討を深めるために、原則として議事録
を公開するというルール化が必要である。

・運営権者を選定する審査委員会について、知的財
産権の問題がない範囲内において、原則として議事
録を公開するというルール化について、関係府省は
今後の対応を検討し、内閣府は本年7月末までを目
途に民間事業者側への意向確認を行い、確認におい
て問題がなければガイドラインを策定する。
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別 紙

＜プロジェクトの最適なガバナンス実現に向けて必要な検討＞

⑦

⑦ 運営権者が管理者に支払う対価について、対価の分
割払い部分が高いウェートを占めるものが増えてき
ているが、以下のような観点から考え方を整理し、
ルール化が求められている。

⑦-1

・ コンセッション事業の仕組みの基本的な前提は、事
業開始当初から運営権者が対価を支払うことで投資
負担をし、リスクを負い、当該投資を回収するため
に事業を継続し、改善する強い動機付けを持つとい
うものである。これを前提に運営権者の裁量・権限
を大きく認めるという考え方に立つべきである。

⑦-2

・ 運営権者の選定プロセスにおいて、一括で支払われ
る対価と分割で支払われる対価が単純に額面で同額
と評価されるケースが見られる。1 年後に支払われ
る対価と30年後に支払われる対価では運営権者によ
る支払確実性が違うとみるべきであり、不払いリス
クを適正に評価し、その分を減額して評価するルー
ルを整えるべきである。

⑦-3

・ 分割で支払われる対価について、実施契約での取り
扱いに幅がある（収益連動の仕組みがあり、将来支
払額が確定しない場合があるなど）ことを勘案し、
運営権者のバランスシートへのオンバラ、オフバラ
のルールなどを明確化すべきである。

・内閣府は、企業会計基準委員会の関連ページや、
関係府省から発出されている関係する事務連絡等
（PFI法第20条に関するものも含む）をホームペー
ジで閲覧できるように、今年7月末までに整理す
る。

⑧

⑧ 運営権者の株主（議決権付き部分）の変更につい
て、コンセッション事業においては参加資格要件を
満たすことを前提に、「運営権者の株主の名前」で
はなく、「運営権者の計画」と「運営権者のコミッ
トメント」を評価して、計画の実行をモニタリング
しながら事業を行っていることを前提に考えるべ
き。その前提から、管理者による株主変更の承認権
限の過度に硬い運用は制度趣旨に反するので、以下
のような観点から承認基準をより明確化することが
求められている。

⑧-1

・ 管理者が承認しないケースについてできる限り明確
化（ネガティブリスト化）し、運営権者との間で共
有するようにすべき。

⑧-2

・ 一定の譲渡制限期間を設定するなどの工夫とセット
で、上記のネガティブリストの条件を最大限緩和す
るようにすべき。

⑧-3

・ 今後は機関投資家による株式保有もありうることを
念頭に、基準等（LPS 等による議決権株式保有を現
実的に可能とする仕組みなど）を設定するようにす
べき。

・関係府省は、LPS等の集団投資スキームによる議
決権株式保有の具体的な仕組みについて今年10月末
までに検討し、内閣府に報告する。
・内閣府は、これも踏まえて、ガイドラインで策定
する。

・関係府省（国交省航空局・道路局・下水道部、厚
労省医薬・生活衛生局）は、海外の事例や類似分野
の取組等を参考に、本年7月末までに以下の観点か
らVFM（Value For Money：支払いに対して最も価値
の高いサービスを供給すること）の算定方法、対価
の支払い方、評価方法について検討する。その結果
を踏まえ、内閣府はガイドラインを策定する。
　Ⅰ．対象事業に対して管理者が負っている事業リ
スクを加味した　割引率の算定方法や管理者の有す
る当該事業への長期の損益見通しの策定を含めた
PSC（Public Sector Comparator）の積算方法。
　Ⅱ．Ⅰ．に対するPFI-LCCの積算方法。
　Ⅲ．契約期間中に分けて支払われる対価（分割
金）に対する運営権者の不払いリスクの評価方法
と、それを踏まえた一括金と分割金の組み合わせの
決定方法及びコンソーシアムからの対価に関する提
案に対する評価方法。

・内閣府は、「入札時に設定された参加資格を満た
す社であること」と「株式譲渡が事業実施の継続を
阻害しないこと（出資企業からＳＰＣへ出向してい
る職員が出資の解消に伴い引き上げることにより要
求水準や提案内容の履行に支障があるような場合を
想定）」の二点に抵触しない限り、譲渡は承認すべ
きであることを、ガイドラインに規定する。
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別 紙

⑨

⑨ コンセッション事業における運営権者の株主構成に
ついて、管理者側から地方自治体による出資枠を設
定することが義務付けられる場合がある。これにつ
いては、以下のようなルールの明確化が求められて
いる。

⑨-1

・ 地方自治体に出資枠を設定することの必要性の明確
化と、当該必要性が他の方法（地方自治体と運営権
者間の協定の取り交わしなど）で対応不能であるこ
とが明らかである場合以外には、原則として実施せ
ず、運営権者を純粋な民間企業とし、管理者に外部
から厳しくチェックされる存在とするべきである
（例えば、運営権者事由での契約解除等の場合に、
地方自治体が管理者であり、出資者であると、その
間に利益相反が生じることも懸念される）。

⑨-2

・ 地方自治体に出資枠を設定する場合でも、出資額に
対して過大な株主権限を要求するような条件（例え
ば、通常の民間企業の株主間なら役員を出せないよ
うな寡少な議決権比率で役員ポストを要求するな
ど）を付すべきではない。

⑨-3

・ 地方自治体に出資枠を設定する場合でも、運営権者
の選定プロセスにおいて、地方自治体の出資額が確
定せず（上限で出資比率が記載されるなど）、運営
権者側の資金調達必要額が不確定になるような条件
を付すべきではない。

⑩

⑩ コンセッション事業における運営権者の株主構成に
ついて、優先交渉権者の決定後から実施契約の締結
までに構成員の株主構成を一定の比率の範囲内で変
更できる規定について議論がなされている。これに
ついては、「敗れたコンソーシアムの構成員の運営
権者への敗者復活」が可能になるなどの弊害が想定
されるので、前述の実施契約締結後の株主交代の枠
組みの中で対応するようにルール化が求められてい
る。

・運営権者への地方公共団体による出資や特定の企
業による出資枠について、必要性が明確であり出資
以外の方法ではその必要性に明確に応えることがで
きない場合を除いて、認めないこと、また、たとえ
出資を認める場合でも、出資額に対して過大な株主
権限を要求することにより入札参加者の資金調達必
要額が不確定になるような条件を付さないことと
し、これについて内閣府はガイドラインを策定す
る。
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別 紙

＜最適なプロジェクトの創出と絶え間ない制度の改善に向けて必要な検討＞

⑪

⑪  管理者と運営権者の対話を深め、コンセッション
事業において新たなイノベーションが生まれる素地
を保つことや、特に未経験な地方自治体によるコン
セッション遂行能力を高めるために、以下のような
仕組みの導入の検討が求められている。仕組みの導
入によって、コンセッション事業の品質を一定の水
準に保つことが、内外の投資家が安心して、最小限
の手間とコスト投資できる環境を維持することにつ
ながる。

⑪-1

・ ガイドラインを作って終わりではなく、ガイドライ
ンに記載されたことの実現が具体的に担保されるた
めに工夫・仕組み（ノウハウに乏しい地方自治体へ
の対応を含む）を具体的に考えるべき。

⑪-2

・ 管理者内部の担当者の異動によるノウハウの断絶を
回避して、安定的に管理者サイドにノウハウをため
る仕組みを具体的に考え、担当者が継続的に関与し
て案件を超えてノウハウが蓄積されている民間企業
側とのノウハウ格差が広がらないようにすべき。

⑪-3

・ 管理者と運営権者という二者の関係の中で全てを決
めるのではなく、コンセッションの全プロセスに第
三者が関与し、客観的な目線で、新たな取り組みを
生み出させる工夫を考えるべき。

・内閣府は、分野を超えて日本のコンセッションが
遵守すべきルールを、官民の議論を踏まえてガイド
ラインにまとめ、これを個別案件において徹底的に
実施させる仕組みとする。

・関係府省は、コンセッション関連業務に関する組
織としてのノウハウ蓄積に関する取り組み方針（入
札に関与する職員に運営権者等との利益相反関係が
生じるのを防ぐ措置も含む）を今年7月末までにま
とめ、内閣府に報告する。

・コンセッション事業の運営開始後においても、運
営権者からの改善要望を聞き、これを管理者に伝え
ることで、新たな取り組みを常に生み出せる仕組み
とする。
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